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情報処理機器 高調波電流抑制対策 実行計画 
 

20JEITA-総企安第１９７号 

平成２０年１２月１７日 
 

（社）電子情報技術産業協会 

ＥＭＣ委員会 

委員長 堀 和行 

ＥＭＣ共通技術専門委員会 

委員長 小沢 正樹 

１．はじめに 

電子計算機及び関連機器（注）は，本実行計画に基づき， JIS C 61000-3-2電磁両立性

－第３－２部：限度値－高調波電流発生限度値（１相当たりの入力電流が20A以下の機器）

を満たさなければならない。 

尚，当協会は，適用時期以降本実行計画の実施状況について会員各社からモニタする。 

 
注）本実行計画での電子計算機とは，総務省商品分類中分類「５２－電子計算機及び関

連装置」の内，当協会の会員が製造または販売するもの。 

 

２．用語 

本実行計画で用いる用語の意味は，次の通りとする。尚，その他については， 

JIS C 61000-3-2の「３．定義」による。 

１） 定格入力電圧公称値 

銘板または取扱説明書等でメーカによって指定される機器の定格電圧（Ｖ nom）。尚，機

器の定格電圧が電圧範囲で示される場合は，使用されることが可能な電力系統のすべての

公称電圧をＶ nomと置き換える。 

２） 定格入力電力値 

銘板または取扱説明書等でメーカによって指定される定常動作状態での，定格入力電圧

公称値における有効電力（Ｗ） 

３） 定格入力電流値 

定格入力電力状態における入力電流値（Ａ） 

４） 専門家用機器（professional equipment） 

一般に広く販売することを意図していない商業，専門または産業機器で，かつ，高調波問題に影

響しない程度の少量しか生産されない機器。具体的な適用は，会員各社の判断に委ねる。 

 

３．適用時期 

適用時期は，以下による。 

・２００５年３月２２日以降新製品として出荷される機器：JIS C 61000-3-2 2005適用 

・ＰＣ及びＰＣ用モニタの高調波対策状況調査：２００７年度から実施 

・高調波適合届出：２００８年４月以降廃止(全ての情報処置機器） 
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４．機器区分 

JIS C 61000-3-2 2005「５．機器の分類」による。（クラスＡおよびＤが対象となる。ク

ラスＤはＰＣ及びＰＣ用モニタのみ，その他はクラスＡ） 

 

 

５．高調波電流限度値 

JIS C 61000-3-2 2005の「７．高調波電流限度値」による。 

・従来の暫定限度値であったクラスＡの表１Ａ及び表１－１Ａは適用しない。 

・１ｋWを超える専門家用機器（professional Equipment）には，限度値を適用しない。 

・７５Ｗ以下の機器については，適用を除外する。 

 

６．測定方法 

６．１ 測定回路および測定用電源，測定機器 

１） 定格電流が２０Ａ／相以下の機器 

JIS C 61000-3-2 2005の「附属書Ａ 測定回路及び測定用電源」及び「附属書Ｂ 測

定器」による。 

 

２） 定格電流が２０Ａ／相を超える機器における測定回路及び測定用電源，測定機器 

Ａ） 測定回路 

JIS C 61000-3-2 2005の「附属書Ａ  Ａ．１ 測定回路」による。 

測定系のインピ－ダンスＺＳ＋ＺＭの値は以下のようにする。（ただし，測定結果にば

らつきが生じる恐れがある場合にのみ下記のインピーダンスを挿入する） 

 

・単相１００Ｖ機器の場合：（直流抵抗分０．１９Ω±１０％）＋（インダクタンス分

０．１８ｍＨ±１０％） 

 

・単相２００Ｖ機器の場合：（直流抵抗分０．２１Ω±１０％）＋（インダクタンス

分０．２５ｍＨ±１０％） 

 

・三相２００Ｖ機器の場合：（直流抵抗分０．０６Ω±１０％）＋（インダクタンス

分０．０７ｍＨ±１０％） 

 

Ｂ） 測定用電源 

JIS C 61000-3-2 2005の「附属書Ａ  Ａ．２ 測定用電源」による。 

 Ｃ） 測定機器 

JIS C 61000-3-2 2005の「附属書Ｂ 測定器」による。 
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６．２ 測定条件 

JIS C 61000-3-2 2005の「６．２ 高調波電流測定」及び「付属書Ｃ Ｃ．１０ 情報

技術機器（ＩＴＥ）の測定条件」による。 

ただし，レーザプリンタ及び類似機器の測定条件は，JIS C 61000-3-2 2005のＣ．１０

の中の複写機及び類似の機器の測定条件による。 

尚，供試機器（レーザプリンタ及び類似機器を除く）の入力電力設定値は，その機器の

定格入力電力値の±１０％以内に収めることが望ましい。 

 

７．適合品または準用品の表示及び定格入力電力表示方法 

７．１  適合品または準用品の表示方法 

機器が全ての対象高調波次数について限度値を満足する場合，取扱説明書またはそれに

準ずるもの（電子媒体を含む)の裏表紙等目立つところに下記のような表示を行う。 

 

・定格電流が２０Ａ／相以下の機器（記載例） 

  

 

  高調波電流規格 JIS C 61000-3-2適合品 

 

 

または 

 

       JIS C 61000-3-2適合品 

 本装置は，高調波電流規格JIS C 61000-3-2  

に適合しています 

 

 

・定格電流が２０Ａ／相を超える機器（記載例） 

 

 

  高調波電流規格 JIS C 61000-3-2準用品 

 

 

または 

 

       JIS C 61000-3-2準用品 

  本装置は，高調波電流規格 JIS C 61000-3-2  

を準用しています 
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７．２ 定格入力電力表示方法 

定格入力電力値は，JIS C 61000-3-2 2005の限度値適用または適用外の根拠とするため，

取扱説明書またそれに準ずるものの裏表紙等目立つところに下記のように表示することが

望ましい。 

尚，この表示は，７．１項の適合品または準用品表示と併せて表示してもよい。 

 

・定格入力電力表示（記載例） 

（社）電子情報技術産業協会情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計

画に基づく定格入力電力値：     Ｗ 

 

 

 

 

８．高調波対策状況調査の実施（2007度から実施、2008年度からIEC/SC777A国内委員会報告） 

ＰＣ及びＰＣ用モニタについては、年度毎に以下の項目で高調波対策状況の調査を実施し、

IEC/SC77A国内委員会に報告する。 

①定格入力電力５０Ｗ～７５Ｗと７５Ｗ超の機器の出荷台数及び消費電力比 

②定格入力電力５０Ｗ～７５Ｗと７５Ｗ超の機器の高調波適合比率 

 具体的には、毎年３月末に発行される「高調波実施状況提出依頼」に基づき、指定のフォームで行

なう。（「解説」に記載例を掲載) 
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情報処理機器 高調波電流抑制対策 実行計画 解説  

２００８年１２月１７日 

 

Ａ．１ 適用範囲 

JIS C 61000-3-2の「１．適用範囲」では，「３００Ｖ以下の商用電源系統に接続して使

用する定格電流２０Ａ／相以下の電気・電子機器に適用する。ただし，上記範囲外であっ

てもこれを準用することを妨げない。」としている。 

本実行計画では上記の規定により定格電流が２０Ａ以下の機器は，JIS C 61000-3-2 2005

を適用し，２０Ａを超える機器については，JIS C 61000-3-2 2005を準用することとした。 

 

Ａ．２ 適用時期 

本実行計画書のベースになっていた家電・汎用品高調波抑制対策ガイドラインの内容は，

Ｈ１５年１２月発行のJIS C 61000-3-2 2003に移行した。その後，国際規格であるIEC 

61000-3-2 Ed2.1にほぼ整合するJIS C 61000-3-2 2005が２００５年３月２２日に発行さ

れた。 

そこでＪＥＩＴＡとしては，JIS C 61000-3-2 2005発行時点（２００５年３月２２日）

からJIS C 61000-3-2 2005を適用することにした。 

 従来行なっていた高調波適合届出は２００８年４月以降廃止し、ＰＣ及びＰＣ用モニタ

の高調波対策状況調査に切り替えた。 

       

Ａ．３ 定格入力電力の定義の解釈 

定格入力電力は，３項の「定義」での用語の定義に従ってメーカ自身が判断し設定する

ことが原則であるが，最近の電子計算機及び関連機器においては，バッテリ内蔵型やパワーマネー

ジメント機能搭載のいずれかまたは双方を有し，電力消費削減効果に寄与しているものが多くなって

いるので，これを評価し，以下のようにして定格入力電力を設定することも認めることとする。 

その場合の標準的な考え方は，以下による。 

・ノートパソコンの事務所等での一般的な使用（複数台設置）においては，平均な稼働

時の電力は３５Ｗ／台程度である。（当協会 国際エネルギースター対応専門委員会報

告「パソコンと周辺機器の省エネについて」より） 

・それに対し，従来定格入力電力としていた最大電力（バッテリ充電時）は６０Ｗ／台

程度であり，これは平均的稼働時電力（３５Ｗ）の約２倍である。 

・更にパワーマネージメント機能により１日にならした平均消費電力は１８．５Ｗ／台

程度と最大電力（６０Ｗ）の３０％程度である。 

・以上のように，実際の消費電力が従来定格入力電力としていた最大電力値より非常に小さくなっ

てきたため，フィールドの実態に合わせ，「平均的に稼働している状態の電力：例では３５Ｗ」

を定格入力電力値と設定することも認めることとする。 

尚，ここで定義する定格入力電力値は，機器の銘板や取扱説明書に記載する「消費電

力値」とは異なる場合があり，誤解を招くおそれがあるため，本定格入力電力値を「（社）

電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画に基づく定格入

力電力（消費電力：Ｗ)」として，別途カタログや取扱説明書等に記載することが望まし
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い。 

また，レーザプリンタ及び類似機器の入力電力値（有効電力値）の定義については，

（社）ビジネス機械・情報システム産業協会（JBMIA）発行の「複写機及び類似の機器の

高調波対策ガイドライン」による。 

 

Ａ．４ 専門家用機器(professional equipment) 

IEC61000-3-2 Ed2.1における専門家用機器の定義は，「一般大衆が使用しない商業（産

業，専門）用の機器」であり，店頭販売以外の商業用ＩＴ機器全般に適用される。 

ただし，国内では，国内配電系統の高調波を抑制する観点から，従来の家電・汎用品高

調波抑制対策ガイドラインの対象機器（２０Ａ／相以下の機器）と同等の適用を前提にし

ており，本実行計画では，専門家用機器の定義を「一般に広く使用されることを意図して

いない，そして高調波問題に影響しない少量生産機器（特定ユーザ向けに開発される機器）」

に限定している。尚，具体的な専門家用機器の適用は，会員各社に委ねるものとした。 

 

Ａ．５ 高調波電流限度値 

高調波電流限度値は，全てJIS C 61000-3-2 2005によった。 

尚，６００Ｗを超えるクラスＡ機器における電子計算機の暫定限度値については，２００

３年末に適用を見直すことになっていたが，ＪＩＳ化により電子計算機の暫定限度値が廃

止され，暫定限度値表１Ａ及び表１－１Ａ（三相２００Ｖ機器）は電子計算機については

適用されないため，注意のこと。 

JIS C 61000-3-2 2005 においては，クラスＡ，Ｄとも７５Ｗ以下の機器は限度値適用対

象外で「適合」となる。 

その他の限度値は，従来と同じ。 

 

Ａ．６ 測定回路の測定系インピーダンスの規定 

１） 定格電流２０Ａ／相以下の機器 

JIS C 61000-3-2 2005にて規定されており，その規定を適用する。 

 

２）(2)定格電流が２０Ａ／相を超える機器 

測定用電源及び測定機器については，JIS C 61000-3-2 2005の規定を適用した。 

測定回路の測定系インピ－ダンス値については，以下のようにして規定した。 

尚，JIS C 61000-3-2 2005では，以下のインピーダンスは「測定結果にばらつきが生じる

恐れのある場合」に使用する。 

 

JIS C 61000-3-2の測定系インピ－ダンス値ＺＳ＋ＺＭは，低圧配電回路のインピ－ダンス

の累積百分率９０％値を採用しており，定格電流Ｉにおける測定系のインピ－ダンス 

（ＺＳ＋ＺＭ＝Ｚとする）による電圧降下ＶＳは，約８％（１００Ｖ回路）である。 

ＶＳ＝Ｉ・Ｚ＝２０×０．４２＝８．４（Ｖ）（１００Ｖ回路のＺ＝√ＲＳ

２
＋ＸＳ

２ 

８．４／１００×１００＝８．４％≒８％                      ＝０．４２Ω） 

（低圧回路の高調波対策の調査研究に関する中間報告 （社）日本電設工業協会 技術委
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員会低圧回路高調波対策専門委員会昭和５８年９月より） 

 

従って，測定系のインピ－ダンスによる電圧降下ＶＳが８％となるような２０Ａ／相を

超える機器の定格電流の累積百分率９０％値におけるインピ－ダンス値を，２０Ａ／相

を超える機器の測定系のインピ－ダンス値Ｚとして規定することとした。（機器の定格

電流の累積百分率は，当協会旧高調波対策専門委員会メンバー各社の調査結果によっ

た。） 

尚，抵抗分とインダクタンス分の位相角（θ＝ｃｏｓ
－１

ＲＳ／√ＲＳ

２
＋ＸＳ

２
）は， 

６０ＨｚのときのJIS C 61000-3-2のそれぞれのインピ－ダンスの位相角に合わせた。 

        

①単相１００Ｖ機器の場合 

機器の定格電流Ｉの累積百分率９０％値は，約４０Ａであり，測定系のインピ－ダンス

による電圧降下ＶＳは１００（Ｖ）×０．０８＝８（Ｖ）である。 

従って，インピ－ダンス値Ｚは 

 

Ｚ＝ＶＳ／Ｉ＝８／４０＝０．２（Ω） 

 

位相角は１９．３度であるため   （θ＝ｃｏｓ
－１

ＲＳ／Ｚ＝１９．３度） 

 

ＲＳ＝０．２・ｃｏｓ１９．３＝０．１９（Ω） 

ＸＳ＝０．２・ｓｉｎ１９．３＝０．０７（Ω） 

ＬＳ＝ＸＳ／２πｆ＝０．１８（ｍＨ）    （ただし，ｆ＝６０Ｈｚ時） 

となる。 

 

 

②単相２００Ｖ機器の場合 

機器の定格電流の累積百分率９０％値は，約７０Ａであり，測定系のインピ－ダンスに

よる電圧降下ＶＳは２００（Ｖ）×０．０８＝１６（Ｖ）である。 

従って，インピ－ダンス値Ｚは 

 

Ｚ＝ＶＳ／Ｉ＝１６／７０＝０．２２９（Ω） 

位相角は２４度であるため 

 

ＲＳ＝０．２２９・ｃｏｓ２４．１＝０．２１（Ω） 

ＸＳ＝０．２２９・ｓｉｎ２４．１＝０．０９（Ω） 

ＬＳ＝ＸＳ／２πｆ＝０．２５（ｍＨ）  （ただし，ｆ＝６０Ｈｚ時） 

 

となる。 

③三相２００Ｖ機器の場合 

機器の定格電流の累積百分率９０％値は，約１４０Ａであり，測定系のインピ－ダンス
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による１相当たりの電圧降下ＶＳ／√３＝２００(Ｖ)×０．０８／√３＝９．２４(Ｖ)

である。 

 

従って，インピ－ダンス値Ｚは 

 

Ｚ＝ＶＳ／√３／Ｉ＝９．２４／１４０＝０．０６６（Ω） 

 

位相角は２４．５３度であるため 

 

ＲＳ＝０．０６６・ｃｏｓ２４．５３＝０．０６（Ω） 

ＸＳ＝０．０６６・ｓｉｎ２４．５３＝０．０３（Ω） 

ＬＳ＝ＸＳ／２πｆ＝０．０７（ｍＨ）  （ただし，ｆ＝６０Ｈｚ時） 

 

となる。 

 

尚，測定系のインピ－ダンス値の精度は，JIS C 61000-3-2では，±８％であるが，イ

ンピ－ダンス値が小さくなると高精度とすることが困難になるため，２０Ａ／相を超える

機器の測定系インピ－ダンス値の精度は，±１０％とした。 

 

Ａ．７ 高調波適合表示 

取扱説明書またはそれに準ずるものの裏表紙等目立つところに記載することとした。 

今回の改版では，客先に紙媒体の代わりに届けられる電子媒体での取扱説明書への記載も

可能とした。 

 

Ａ．８ 高調波規制適合届出について 

会員各社の高調波抑制対策の実施状況を把握するために会員各社から当協会に対して適

合届出書を提出して戴いていた。 

 しかし、IEC/SC77A国内委員会から５０Ｗ～７５Ｗと７５Ｗ超のＰＣ及びＰＣ用モニタの出

荷台数、消費電力の比率、高調波適合率の提出を求められたため、高調波適合届出を廃止し、

高調波対策状況調査に切り替えた。高調波対策状況の調査は、５０Ｗ～７５Ｗと７５Ｗ超の

ＰＣ及びＰＣ用モニタの出荷台数、消費電力の比率、高調波適合率の提出を該当機器を販売

する会員各社にお願いするものである。実際の運用は、２００８年４月以降は高調波適合届

出を廃止し、ＰＣ及びＰＣ用モニタの高調波実施状況調査のみを行なうこととした。ＰＣ及

びＰＣ用モニタの高調波実施状況は、毎年３月末に発行される「高調波実施状況提出依頼」に基づ

き指定のフォームで報告する。（次ページに提出依頼例を掲載) 
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ＰＣ事業委員会への「高調波実施状況提出依頼」（参考例） 

20JEITA-総企安第×××号 

 

平成××年 3月 日 

    ＰＣ事業委員会 事務局御中 
 

（社）電子情報技術産業協会 
ＥＭＣ委員会   

EMC共通技術専門委員会  
 

高調波規制対象製品に関する調査検討依頼 
 

拝啓､時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます｡ 
平素は当委員会の事業に格段のご高配を賜り､厚く御礼申し上げます｡ 
さて､JISC61000-3-2高調波規格に関わる各工業会は、毎年、IEC SC77A国内委員会に対し、高調波

対策実施状況報告を行っています。情報技術機器については、JEITA 会員各社に対して製品毎に「高
調波適合届出」を提出していただき、その結果を IEC/SC77A国内委員会に報告しています。昨年度高
調波抑制対策は、ほぼ 100%に達しています。しかし更に、本年度から有効入力電力 50Ｗ～75Ｗの機器
と 75Ｗ超の機器の出荷台数比の報告も行うよう依頼されておりますが、現状の「高調波適合届出」で
は、対応できない事態となりました。（75Ｗ以下の機器は規制対象外のため、届出不要としているため） 
既にほぼ 100%の対策実施状況を鑑みて、本年度から「高調波適合届出」に代わり（適合届出を廃止

し）、以下の要領で貴委員会に高調波適合状況の調査をしていただきたく御検討をお願い申し上げます。
既に電子関連機器はテレビジョン受信機を対象に同様の形式で毎年調査報告書を提出いただいており
ます。ご多忙中お手数をお掛けしますが、ご協力の程、よろしくお願い致します｡ 

敬具 

 
記 

 
１． 調査目的 

会員各社が製造または国内販売する製品の高調波規制（JIS C 61000-3-2 2005）への適合状
況および、50W-75W機器の 75W超機器との比率の調査。 
 

２．調査対象製品 
有効入力電力が 50Wを超える JEITA傘下の全てのパーソナルコンピュータ（PC） 
 

注1. 有効入力電力とはJIS C 61000-3-2に記載されている高調波電流を測定する条件での消費電
力をいう｡ 

注 2．全てのパーソナルコンピュータとは､海外生産を含む国内で販売するパーソナルコンピュー
タであり､ノートブック、デスクトップ等を問わず全てのタイプを対象とする｡ 

 
３． 対象期間 

今年度は 20××年 4月 1日～20××年 3月 31日ですが、以降年度毎に報告をお願いします。 
 
４． 調査依頼内容 

(1) 有効入力電力[注 1]が 50W を超え 75W 以下のパーソナルコンピュータの出荷台数とそれらの有
効入力電力[注 1]の加重平均電力値〔注３〕。 

(2) 有効入力電力が 75Wを超えるパーソナルコンピュータの内、対策を実施したものの出荷台数と
それらの有効入力電力の加重平均電力値。 

(3) 有効入力電力が 75Wを超えるパーソナルコンピュータの内、対策を実施していないものの出荷
台数とそれらの有効入力電力の加重平均電力値。 
 
結果を付表－１に記入して、回答可能かご検討願います。 
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付表－１ 

 有効入力電力 高調波電流 
抑制対策 

  総台数 
（千台） 

加重平均 
電力値（Ｗ） 

Ａ 75Wを超えるもの  ●（実施）   

Ｂ 75Wを超えるもの  ×（未実施）   

Ｃ 50Wを超え 75W以下のもの  (対象外)   

 

 注 3．加重平均電力値（P1） 

    Ｐ１＝（Ｐａ＊Ｎａ＋Ｐｂ＊Ｎｂ＋Ｐｃ＊Ｎｃ＋……）／（Ｎａ＋Ｎｂ＋Ｎｃ＋……） 

    Ｐａ：セットａの有効入力電力、Ｐｂ：セットｂの有効入力電力、Ｐｃ：セットｃの有効入力電

力、 

Ｎａ：セットａの台数､Ｎｂ：セットｂの台数､Ｎｃ：セットｃの台数 

注 4．JEITA 加盟会社毎に機種毎の Px と Nx を A,B,C 毎に集計し、毎年 4 月始に JEITA 事務局に

報告する。事務局はそれを集計して上記加重平均電力値（P1）を算出し、全社の総台数と共に

付表―１に記載してご報告お願いします。 

 

５． 回答希望日 
20××年 4月 20 日までに報告お願いします。 

 
 
６． 回答先 

（社)電子情報技術産業協会 総合企画部(安全担当) 
    EMC 委員会 委員長 

 
７．問い合せ先 
  （社）電子情報技術産業協会  総合企画部  安全担当 
       事務局 白 川 治 

      ＴＥＬ（０３）５２７５－７２５６  ＦＡＸ（０３）５２１２－８１２１ 

      E-mail o-shirakawa@jeita.or.jp 
      
    ＥＭＣ委員会／ＥＭＣ共通技術専門委員会 
        
 
８．備考 

毎年 3月に実績調査を依頼しますので、ご準備いただくようお願いいたします｡ 
 
 

以上 
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Ａ．９ JIS C 61000-3-2 2003，IEC 61000-3-2 Ed2.1，JIS C 61000-3-2 2005と 

本実行計画の相違点 

JIS C 61000-3-2 2003，IEC 61000-3-2 Ed2.1，JIS C 61000-3-2 2005と本実行計画の 

主な相違点を次表（表Ａ）に示す。 
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表Ａ JIS C 61000-3-2 2003，IEC 61000-3-2 Ed2.1とJIS C 61000-3-2 2005と本実行計画の相違点 

 

   項 目 

JIS C 61000-3-2 2003（第１版） 

２００３年１２月発行 

IEC 61000-3-2 Ed2.1 

（２００１年１０月発行） 

JIS C 61000-3-2 2005（第２版）    

２００５年３月発行 

 

    本実行計画 

 

適用範囲 

 

 

 

 

 

  

 ３００Ｖ以下の商用電源系統

に接続して使用する定格電流 

２０Ａ／相以下の電気・電子機

器に適用（３００Ｖ以下２０Ａ

／相を超える機器にも準用でき

る） 

 

 

 商用電源系統に接続して使用

する定格電流１６Ａ／相以下の

電気・電子機器に適用 

１ｋＷ超の専門家用機器には適

用しない 

 

 ３００Ｖ以下の商用電源系統に接続

して使用する定格電流２０Ａ／相以下

の電気・電子機器に適用（３００Ｖ以下

２０Ａ／相を超える機器にも準用でき

る 

１ｋＷ超の専門家用機器には適用しな

い（ＩＥＣとは適用範囲が異なる） 

 

 電子計算機に適用 

２０Ａ／相以上は準用。   

１ｋＷ超の専門家用機器には適用しな

い(ただしＩＥＣとは適用範囲が異な

る） 

  

適用時期 

  

記述なし 

 

記述なし 

 

記述なし 

 

 2005年3月22日よりJISC61000-3-2 

2005を適用（今回の改訂） 

（ただし，2006年3月末までは，

IEC61000-3-2 Ed2.1または

JISC61000-3-2 2003を適用してもよい） 

機器の分類  

クラスＡ,Ｂ,Ｃ,Ｄ 

 

クラスＡ,Ｂ,Ｃ,Ｄ     

（クラスＤ：６００Ｗ以下の 

ＰＣ,ＰＣ用モニタ,ＴＶ） 

 

クラスＡ,Ｂ,Ｃ,Ｄ 

（クラスＤ：６００Ｗ以下のＰＣ, 

ＰＣ用モニタ,ＴＶ,インバータ 

冷蔵庫） 

 

クラスＡ,Ｂ,Ｃ,Ｄ 

（クラスＤ：６００Ｗ以下のＰＣ, 

ＰＣ用モニタ） 

 

高調波電流 

発生限度値 

 

クラスＡ：表１ 

クラスＢ：表１の値×１．５ 

クラスＣ：表２ 

クラスＤ：表３ 

クラスＡ：表１ 

クラスＢ：表１の値×１．５ 

クラスＣ：表２ 

クラスＤ：表３ 

クラスＡ：表１ 

クラスＢ：表１の値×１．５ 

クラスＣ：表２ 

クラスＤ：表３ 

クラスＡ：左欄の表１ 

クラスＤ：左欄の表３ 

 （６００Ｗ超の旧暫定限度値：表１Ａ,

表１－１Ａ は適用不可） 

 

 

測定回路 

 

 

 

   

入力インピーダンスを規定 

 

 

 

入力インピーダンスの規定 

なし 

 

 

２０Ａ／相以下の機器：従来のＪＩＳと

同じインピーダンスを規定 

（インピーダンスの適用は，測定結果 

ばらつきが生じる恐れがある場合にの 

み使用） 

  

・２０Ａ／相以下の機器：左記と同じイ

ンピーダンスを規定 

・２０Ａ／相を超える機器：独自に規定 

  

（インピーダンスの適用は，測定結果に

ばらつきが生じる恐れがある場合にの

み使用） 
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 項 目 JIS C 61000-3-2 2003（第１版） 

２００３年１２月発行 

IEC 61000-3-2 Ed2.1 

（２００１年１０月発行） 

JIS C 61000-3-2 2005（第２版）     

２００５年３月発行 

 

    本実行計画 

 

測定用電源 

 

規 定 

 

規 定 

 

左記と同等 

 

左記と同等 

 

 

 

測定条件 

 

 

 電気・電子機器全般につい 

て規定(電子計算機も含む) 

 

 

同左（ただし，測定方法は異

なる）（３相の場合のＮ相は測

定対象外） 

 

 同 左 

 

 同 左 

 

表示 

 

 取扱説明書等に表示 

 

 規定なし 

 

 取扱説明書等に表示 

 

 同 左 

 

適合届出 

 

 規定なし 

 

 規定なし 

 

 規定なし 

 

 2008年度から不要（ただし、ＰＣ及び

ＰＣ用モニタは高調波対策状況調査・報

告が必要） 

 

小電力機器 

に対する 

特例 

 

 

 ７５Ｗ以下のクラスＤ機器は

限度値を適用しない。 

 

 

７５Ｗ以下の機器には限度値

を適用しない（適合と判断） 

 

 

 同 左 

 

 

 

 同 左 

 

 

  

ベースとす

る規格類 

  

 IEC 61000-3-2 1995年版， 

家電・汎用品高調波抑制対策ガ

イドライン   

  

      ― 

  

 IEC 61000-3-2 Ed2.1 

  

 JIS C 61000-3-2 2005 
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